
資 料

高山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例の概要について

１．全サービスに共通する主な改正内容

（１）「書面掲示」規制の見直し

事業所内での「書面掲示」を求めている重要事項について、インターネット上で情

報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載する

ことを義務付ける。

※関係条文

・高山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（以下「指

定介護予防支援等基準条例」という。）第２３条

・高山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例（以下「指

定居宅介護支援等基準条例」という。）第２５条

・高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

（以下「地域密着型サービス基準条例」という。）第３４条

・高山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定

める条例（以下「地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）第３２条

（２）管理者の兼務範囲の明確化（介護予防支援を除く）

介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範

囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を

明確化する。

※関係条文

・指定居宅介護支援等基準条例 第６条

・地域密着型サービス基準条例 第７条、第４８条、第６２条、第６６条、第８３条、第１

１１条、第１２１条、第１３１条、第１６６条、第１９２条、第２０５条、第２１６条

・地域密着型介護予防サービス基準条例 第６条、第１０条、第４５条、第７２条、第７９

条

（３）身体的拘束等の適正化の推進

身体的拘束等の適正化を更に推進する観点から、次のとおり身体的拘束等に関する

規定を運営基準に設ける。



ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化の

ための措置（委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付ける。

イ 訪問系サービス、通所系サービス、居宅介護支援及び介護予防支援について、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を

行う場合の記録を義務付ける。

※関係条文

・指定介護予防支援等基準条例 第３０条、第３２条

・指定居宅介護支援等基準条例 第１６条、第３２条

・地域密着型サービス基準条例 第２４条、第４２条、第５１条、第５８条、第７０条、第

７９条、第９２条、第１９７条、第２０８条、第２１１条、第２２２条、第２２９条

・地域密着型介護予防サービス基準条例 第４０条、第４２条、第５３条

２．居宅介護支援・介護予防支援に係る主な改正内容

（１）利用割合等の説明義務の見直し

居宅介護支援事業者の負担軽減を図るため、前６月間に作成した居宅サービス計画

における訪問介護等の利用割合及び同一事業者提供割合に関して利用者に説明し、理

解を得ることとする義務を努力義務に緩和する。

※関係条文

・指定居宅介護支援等基準条例 第７条

（２）テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメン

トの質の向上の観点から、要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリ

ングを行うことを可能とする。

※関係条文

・指定介護予防支援等基準条例 第３２条

・指定居宅介護支援等基準条例 第１６条

（３）介護支援専門員の配置基準の見直し

介護支援専門員の配置は、利用者の数４４人に対して１人を基準とする。（利用者

が要支援認定者の場合は、その数に１／３を乗じた数を加えた数。以下同じ。）

なお、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場

合は、利用者の数４９人に対して１人を基準とする。

※関係条文

・指定居宅介護支援等基準条例 第５条



（４）指定介護予防支援の指定を受ける場合の基準の設定

ア 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人員配置

指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合の人員に関

する基準については、次のとおりとする。

・事業所ごとに１以上の員数の介護支援専門員を置かなければならない。

・常勤かつ主任介護支援専門員である管理者を置かなければならない。（ただし、

主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合に

ついては、介護支援専門員を管理者とすることができる。）

・管理者は、同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障がない範囲で

他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従事する者でなければ

ならない。

イ 市町村に対する情報提供

市町村において管内の要支援認定者の状況を適切に把握する観点から、指定居宅

介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を行うに当たって、

市町村から情報提供の求めがあった場合は、介護予防サービス計画の実施状況等を

市町村に情報提供する。

※関係条文

・指定介護予防支援等基準条例 第４条、第５条、第６条、第１２条、第１４条、第３２条

３．施行期日

令和６年４月１日（１の（３）アについては、１年間は努力義務）

令和７年４月１日（１の（１））


